
■相模原市地域包括支援センター運営事業受託候補法人評価基準

■書類審査

基準 配点 比重 得点 備考

▶ 安定的・継続的に法人運営が可能な財政基盤がある。
▶ 経営上の不安要素はない。
▶ 収支予算書における収入・支出の見積もりは妥当である。
▶ 労働条件が適切である。

5 1 5

■提案審査

基準 配点 比重 得点 備考

10

▶ 今後の包括が果たすべき役割等について認識がある。
▶ 法人内における包括運営事業の位置づけがある。

5 1 5

▶ 包括の運営に活かせる高齢者関連の事業実績がある。 5 1 5

40 （最大46）

▶ 応募圏域の状況・課題を把握している。 5 1 5

職員資質向上
▶ 職員の指導育成や研修に対する考え方が適切である。
▶ 職員の資質（専門知識・技術等）向上に取り組んでいる。

5 1 5

チームアプローチ ▶ ３職種の主な役割を理解した上でチームアプローチができる体制である。 5 1 5

▶ まちづくりセンター又は公民館周辺（半径500ｍ以内）もしくは、圏域の地理
的な中心付近、主要道路沿道、駅周辺のわかりやすい場所に事務室を設置
している（見込みがある）。（※2）
▶ 事務室は、法人施設や敷地以外に設置するのが望ましいが、物件がない
等の理由でやむを得ず設置する際、併設のサービス提供事業部門がある場
合は、包括の事務スペースと分離し、書類保管庫も分離する。やむを得ず他
の事業部門とセンター事務室が同一となる場合は、原則として、遮へい物に
より事務室を隔てること。（遮へい物の高さは概ね１５０㎝）
▶ 駐車場や駐輪場の確保等がされている（見込みがある）。
▶ バリアフリー化など高齢者の利用に対して配慮している。
▶ 年末年始を除き、原則土曜日または日曜日を開所日とする（見込み）。

5 1
5

(8)
※3

▶ サービス事業所の紹介や委託先の選定等において公正・中立性を確保す
る方策がある。
▶ 苦情処理（解決）体制がある。
▶ 地域からの意見、要望を業務に反映していく仕組みがある。

5 1 5

30

▶ 応募圏域の課題に対応した方針がある。
▶ 地域包括ケアシステム構築の中心的役割を果たすための方針がある。
▶ 被保険者が地域において自立した生活を営むことができるための支援方
針がある。

5 1 5

介護予防ケアマネジメン
ト

▶ 介護予防ケアマネジメント業務の取組方針、実施方法が適切である。

総合相談支援 ▶ 総合相談支援業務の取組方針、実施方法が適切である。

権利擁護に関する相談
支援

▶ 権利擁護に関する相談支援業務の取組方針、実施方法が適切である。

包括的・継続的ケアマネ
ジメント支援

▶ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の取組方針、実施方法が適切で
ある。

▶ 認知症施策推進事業の取組方針、実施方法が適切である。 5 1 5

▶ 一般介護予防事業の取組方針、実施方法が適切である。 5 1 5

15

▶ 地域包括支援ネットワークの構築の取組方針、実施方法が適切である。
▶ 地域ケア会議の取組方針、実施方法が適切である。

5 1 5

▶ 地域の社会資源等の情報収集の方法が適切である。
▶ 包括の事業内容等の発信方法が適切である。

5 1 5

▶ 法人及び包括としての地域活性化、地域貢献に資する取組がある。 5 1 5

（※１）　障がい者相談接続支援員(仮)を配置する（見込みがある）場合は３点を加える。 100 　（最大106）　※４
（※２）　市が指定する施設に設置する場合は得点を３とする。
（※３）　原則として、土曜日または日曜日を開所日とする（見込み）場合は３点を加える。
（※４）　総得点が同点の場合は、比重が高い「３  包括の事業に関する計画」中「包括的支援事業の実施計画」の得点が高い法人を受託候補法人とします。

地域包括支援ネットワークの構築

情報収集・啓発

地域活性化及び地域貢献

４ 地域づくりに関する事項

リスク管理

▶ 個人情報の管理・保管方法が適切である。
▶ 問題が生じた際の対応方法が明確である。
▶ 緊急時（休日・夜間）、災害時に対応できる体制がある。
▶ 職員が不在時に対応できる体制がある。

5 1 5

３  包括の事業に関する計画

▶ ３職種など職員を確保している（見込みがある）。
▶ 欠員補充体制がある。
▶ 包括の業務を実施できる資格（介護支援専門員など）を有している。
▶ 人材確保に向けた採用計画等がある。
▶ 障がい者相談連携支援員（仮）を配置する（見込みがある）。

5 2
10

(13)
※1

職員体制

職員確保・職員業務経
験

基本方針

包括的支援
事業の実施

計画

認知症施策推進の実施計画

一般介護予防事業の実施計画

5 3 15

１ 法人に関する事項

評価方法
　５：市の基準を満たしており、かつ非常に優れている。
　４：市の基準を満たしており、かつ優れている。
　３：市の基準を満たしている。
　２：市の基準を満たしていないが、改善は可能である。
　１：市の基準を満たしておらず、改善が期待できない。

最低基準点
　受託候補法人の最低基準点は、評価基準の評価の総得点（選考委員６名の合計得点）が３６０点以上とする（総得点の６０％以上）。
　ただし、評価項目に「１点」の評価がある場合は、別途、受託候補法人としての適格性について協議を選考委員会において行う。

項目

財務状況・収支計画・労働条件

項目

利便性・利用者への配慮

公正・中立性の確保及び地域ニーズの
把握

地域包括支援センター（以下「包括」と
いう。）」運営に対する認識

法人実績

２ 包括運営に関する事項

地域の状況の把握

別紙４


